
鳥取県営企業の設置等に関する条例及び鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成24年３月23日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第37号

鳥取県営企業の設置等に関する条例及び鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

（鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正）

第１条 鳥取県営企業の設置等に関する条例（昭和41年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（罰則） （罰則）

第９条 略 第９条 略

（資本剰余金）

第９条の２ 県営企業において資本的支出に充てるた

めに補助金、負担金その他これらに類する金銭又は

物件（以下「補助金等」という。）の交付を受けた

ときは、当該補助金等の額に相当する金額を資本剰

余金として積み立てるものとする。

２ 補助金等により取得した固定資産で知事が定める

ところにより減価償却を行うもののうち、減価償却

を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又は

これを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合にお

いて、損失を生じたときは、資本剰余金を取り崩し

て当該損失を埋めることができる。

備考 改正部分は、下線の部分である。

（鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正）

第２条 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例（昭和39年鳥取県条例第12号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（病院における使用料及び手数料の減免） （病院における使用料及び手数料の減免）

第６条 略 第６条 略

（資本剰余金）

第７条 病院事業において資本的支出に充てるために

補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件

（以下「補助金等」という。）の交付を受けたとき

は、当該補助金等の額に相当する金額を資本剰余金



として積み立てるものとする。

２ 補助金等により取得した固定資産で病院事業の管

理者が定めるところにより減価償却を行うもののう

ち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが

滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄

した場合において、損失を生じたときは、資本剰余

金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

（重要な資産の取得及び処分） （重要な資産の取得及び処分）

第８条 略 第７条 略

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除）

第９条 略 第８条 略

（議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等） （議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等）

第10条 略 第９条 略

（業務状況の説明書類の提出） （業務状況の説明書類の提出）

第11条 略 第10条 略

（企業管理規程への委任） （企業管理規程への委任）

第12条 略 第11条 略

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この条例は、平成24年４月１日から施行する。


